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平成28年度民事事件担当裁判官協議会

論点事項 、

※かっこ内は，各事項に係る協議時間の目安を示したものである。

協議事項(1)審理判断の状況等を客観的に把握して裁判の質を高める方策

1 審理判断の状況等を客観的に把握する意義(20分）

（1）地裁の審理判断の状況及び課題，課題が生じる要因

・ 地裁と高裁とで認識が異なる点はどこか

（2）裁判の質を向上させるために,自己の審理判断の状況を客観的に把握す

る意義及び方策

・ 裁判の質の向上を図る上で， 自己の審理判断の状況等を把握すること

がどのような意味（効果）を持つか

・ 審理判断の状況等をどのように把握すべきか

2高等裁判所からの控訴審判決の還元(30分）

（1） 高裁による控訴審判決の還元の実情

・ 還元に当たってどのような工夫をしているか

（2）地裁における控訴審判決の活用の在り方

・ 地裁において控訴審判決をどのように活用するか

・ 部内や庁内の検討会等の実施についてあい路や工夫はあるか

3高等裁判所と地方裁判所との意見交換(40分）

（1）取組の実情・工夫例

・ 公式の協議会等についてどのような工夫等があるか

・ 公式の協議会等の他に意見交換の場を設けているか

（2） 高裁内における地裁の審理状況等についての情報共有の在り方等

・ 高裁内（支部との間を含む。 ）で意見交換等を行っているか

（3）地裁内における意見交換の結果の活用状況

・ 意見交換の結果を地裁内（支部を含む｡）でどのように活用するか

4地方裁判所内部における意見交換（55分）

（1）部内の裁判官との意見交換

ア合議事件についての意見交換

・ 充実した合議が行われるとどのような効果があるか， うまくいっ

た要因は何か

・ 合議がうまくいかないとどのような効果が生じるか，合議がうま

くいかない要因は何か

・ 充実した合議を行うために， どのような工夫が考えられるか
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・ 合議にふさわしい事件は合議に確実に付されているか

・ 合議にふさわしい事件を合議に確実に付すためにどのような工夫

が考えられるか

・ 部内における付合議相当性についての検討結果をどのように活用

しているか

イ単独事件についての意見交換

・ 部内における単独事件についての意見交換が活発に行われるよう

にするために， どのような工夫が考えられるか

・ 意見交換の結果をどのようにして部全体の審理運営の改善につな

げるべきか

（2）部外の裁判官との意見交換

． 地裁内での意見交換について，外部的視点の導入という観点からど

のような工夫が考えられるか

・ 司法研修所での研究会や各種協議会の結果をどのように還元・活用

すべきか

5弁護士会との意見交換等(30分）

（1）弁護士会との意見交換の在り方及び留意すべき事項

・ 弁護士会との意見交換における協議事項の設定等についてどのよう

な工夫が考えられるか

・ 意見交換の結果をどのように活用することが考えられるか

（2） その他の情報の活用の在り方

・ 導入が考えられる外部的視点として他にどのようなものがあるか

協議事項(2) 争点整理において裁判所が果たすべき役割とそれに見合った審理の在り方

1 争点整理の現状と裁判の質への影響（25分）

（1）民訴法が志向する争点整理の在り方（裁判所の果たすべき役割といっ

た視点も含む｡） と争点整理の現状とのかい離の有無

・ 争点整理の現状は民訴法が志向する争点整理の在り方に適合するか

（2） 上記のようなかい離が生じる要因及び当該かい離が生じることによる

裁判の質への影響

・ かい離が生じる要因はどのようなものか

． かい離が裁判の質にどのような影響を及ぼすか

2争点整理を充実させるために裁判所の果たすべき役割(140分）

(1)争点整理開始前（実質的答弁書が提出された段階）における役割‘

・ 争点整理に入る前に必要となる情報は何か

・ 当該情報を取得するために裁判所は何をすべきか
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・ 争点整理に入る前の段階において，裁判所は，審理の見通しをどの

ように検討し，それをどのように審理に役立てるべきか

(2)争点整理中における役割

ア中心的争点を把握するための訴訟指揮及び当事者との認識共有

・ 中心的な争点を把握するために必要かつ十分な事実関係が主張さ

れない場合，裁判所として， どのような訴訟指揮を行うべきか

・ 釈明権の行使や暫定的心証開示を効果的に行うために，裁判所は

どのような工夫をすることが考えられるか

・ 裁判所は，中心的な争点についての認識をどのようにして当事者

と共有すべきか

イ中長期的な審理の見通しの検討と当事者等との認識共有

・ 裁判所は，争点整理を計画的に進めるためにどうすべきか

ウ付随的申立てへの対応

・ 争点整理を円滑に進める観点から，付随的申立て（文書提出命令

の申立て）に対する判断の時期についてどう考えるか

エ期日間準備

・ 裁判所は，争点整理を円滑に進める観点から， 当事者の期日間準

備を確保するために書記官とどのように協働すべきか

(3)争点整理終了段階における役割

ア人証調べや鑑定等の検討

・ 人証の採否を決定する際に， どのような要素をどのように考慮す

るか

イ争点整理を終結するに際して当事者と確認すべき事項と結果の記録化

・ 争点整理を終えるに当たって， どのような事項を当事者と確認す

るか

・ 争点整理の結果を記録化することの意義，あい路及びこれを克服

する方策（調書記載や書記官の立会いの在り方を含む。 ）について

どのように考えるか

ウ紛争解決の方向性の再確認（当事者の意向聴取等）

・ 紛争解決の方向性（判決か和解か）をどのように決定するか（当

事者の意向をどのように考慮するか）

エその他

・ 控訴審における新主張の提出について， どのように考えられるか

以上
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平成28年度民事事件担当裁判官協議会
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【グラフ1】新受・既済・未済の各件数の推移（ワ号事件）
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【グラフ2】既済事件の平均審理期間の推移（ワ号事件）
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【グラフ3】未済事件の平均係属期間の推移（ワ号事件）
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【グラフ4】係属期間が2年を超える長期未済事件の件数及び割合の推移（ワ号事件）

－4年超5年以内3年超4年以内

一■10年超

－2年超3年以内

5年超10年以内 一全未済事件に占める

2年超事件の割合

| 乳縦） 40％

Ｌ
Ｉ
悲
僖
ｌ

燕
錘
．

燗
一
戸
‐
Ｆ

４司
一
鮨
”
↓

率
ユ
ー
‐

一

３

一
》

２１１

－
●

０
０
０
０
０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０
０
０

Ｊ

〃
Ｊ

Ｊ

ｊ
〃

″
Ｊ

８
７
６
５
４
３
２
１

35％

30％

25％

20％

15％
－－－一－－－－－－一

一
‐
島
一
｛
瞳
一

10％

5％

0％『8 － I 『リ ' ●弓
､

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

2



【グラフ5】終局区分別の事件割合の推移（ワ号事件）
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【グラフ6】控訴件数，控訴率及び控訴事件割合'の推移（ワ号事件）
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【グラフ7】控訴審2の既済件数。判決件数．取消数（率）の推移（ネ号事件）
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【グラフ8】既済事件の合議件数及び合議率の推移（ワ号事件）
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【グラフ9】未済事件の合議件数及び合議率の推移（ワ号事件）
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【グラフ10】新受事件の合議件数3及び合議率4の推移（ワ号事件）
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4 「新受合議率（金銭のその他を除くワ） 」は，分母となる単独及び合繊の新受件数から『金銭のその他」を除いて算出した。
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【グラフ11】簡裁控訴（し号事件）の新受・既済・未済件数の推移
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【グラフ12】訴額別合議事件割合（本庁及び合議取扱支部のワ号事件のうち「金銭その他」を

除いた既済事件）

-H25-H26 -===H27 ---平均(H25～H27)

100％

－

－

－

50％ 呵蓉％

3．

0%

500万円まで 1000万円まで 5000万円まで 1億円まで 1億円超

※グラフ上の数値は平均の値である。

※算定不能を除いている。
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【グラフ13】既済事件の審理期間別事件割合（平成27年）

’2年以内 3年以内■4年以内■5年以内 5年を超える
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【グラフ14】既済事件の審理期間別の合議率（平成27年）

2年以内■3年以内■4年以内■5年以内 5年を超える
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【グラフ15】審理期間別の合議。単独事件の割合（本庁及び合議取扱支部のワ号既済事件）

①ワ号事件全体

単独合議

100％ －－－ －

_Lﾕﾕﾕ,ZZニー型2,3亜一二Z

118,553 157,839

7'240 _ _ 177,SZp lZ640 － －－177’5皇｡ 写6,率2 ． －¥9,5gg
189,780 141，612 119,305

50％

a935 7,381 Z'206 ZL4el 6
W ＝

864 R711 Rqql a403 6"607 6,897 7,1740％ リ I 、 。

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

※グラフ上の数値は事件数である。

②審理期間2年超3年以内のワ号事件

単独合譲

100% －－－－－－－－－－－

50％

’ 1驍173 1,ﾐﾕ8 ユ,139 1j160 1.188 1,134 1'229 1"5 14292 1g89 1，508
0％

Hユフ H18 H19 H2O H21 H22 H23 H24 H25 H26 HZ7

※グラフ上の数値は事件数である。
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③審理期間3年超5年以内のワ号事件

単独■合議

100％

1,234 996 921 944 1,0ﾕユ 964 ユ,041 988860 972 聖150

50％ －－－－－－－－－－－。－
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0％

H17 H18 1-119 H2O H21 卜122 H23 H24 H25 H26 H27

※グラフ上の数値は事件数である。

④審理期間5年超のワ号事件

単独 合議

100％ －－－－－－－－－－－

1 136 ,26 85 7ヨ 77 79 90 86 7○ 89 8585 79 90126

I50％ －－一一一一一一一一一
190 ｣"｡ 184 173 ,77 ,RA 1/1 197ユ90 173 197343 ,90 196 184 17R "- "a｡ 171 197 215

208

0％

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

※グラフ上の数値は事件数である。３
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【グラフ16】合議・単独別の和解率の推移（ 「金銭のその他」及び欠席判決で終局した事件を

除くワ号事件）

50％

48％
470%

461％

％
％
％
％
％
％
％
％
％

６
４
２
０
８
６
４
２
０

４
４
４
４
３
３
３
３
３

－■ ■一

ロ

448駒

435％ 43.3％
'｡｡ 0 応C

41．9％
437％ 43.4発

43．5％
41‘9％ 41 8罰‘17慨

、一407％

39．7％

▽

40.1％

409％

議
独
合
単
一
一

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

【グラフ17】手続段階別平均期間5の推移（人証調べを実施して対席判決で終局したワ号事件）

’第1回弁論～人証調べ開始一人証調べ開始～終了

終結～終局 一平均審理期間

一受理～第1回弁論

人証調べ終了～終結（月）

25も0

20．0

15．0

10.0 －－－ ｡－ 日＝＝ 一一日＝＝ ローー

125 12.6 1Z8 13.0 1a4
11．9

10.8 10.9 11.0 Zl.'5

5.0

2.2 2｡1 2.3 2.2 2.2 2．3 2.3 2.3 2.4 264
O0

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

5端数処理の関係上，各手続段階の平均期間の合計値が，平均審理闘間の数値と合致しない場合がある。
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【グラフ18】平均期日回数及び平均期日間隔6の推移（人証調べを実施して対席判決で終局した

ワ号事件）
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【グラフ19】人証調べ未実施の和解終局事件割合等の推移（争点整理手続を実施したワ号事件7）

I
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6ここでの平均期日間隔とは，平均審理期間を平均期日回数（平均口頭弁論期日回数（準備的口頭弁論期日及び判決言渡期日

を除く口頭弁輪期日の平均回数）と平均争点整理期日回数（準備的口頭弁論期日及び弁輪準備手続期日の合計･の平均回数）の
合計値）で除した数値である。

7準備的口頭弁騰，弁論準備手続又は稽面による準備手続のいずれかが実施された事件をいう。
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【グラフ20】人証調べ実施率の推移（対席判決で終局した「金銭のその他」8を除くワ号事件）
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100％

90%

80%

70%

60％

50％

40％ 0 1 『 ■ ロ ﾛ B q 9 ｡ 『 ｡

H11H12H13H14H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24H25H26H27

【グラフ21】平均人証数9等の推移（対席判決で終局した「金銭のその他」8を除くワ号事件）

－平均人証数÷うち平均本人数一うち平均証人数
(人）
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8SSDBS (事件票）上, H16.3までの「金銭のその他」には， 「労働金銭」 ， 「知的財産金銭」及び「建築請負代金」の

3類型が含まれていた。そのため，グラフ20及び21においては, H16.4以降も上記3類型を除外する処理をしている。

9平均人証数は，平均本人数と平均証人数の合計である。ただし，端数処理の関係上，平均本人数と平均証人数の合計値が平
均人証数と合致しない場合がある。
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【グラフ22】文書提出命令の申立てに係る抗告審の平均審理期間'0
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【グラフ23】弁護士数''及び経験年数別の弁護士割合'2の推移

（人）
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IDH25.7～|II26.6の平均審理期間は，東京高裁の既済事件と東京高裁以外の高裁のH26.1.14～I126,6.30の期間における既済事件
についてのものである。

II弁護士数は，各年3月31日時点の全国の弁護士数である（弁護士白癬2015年版から引用) ｡
12経験年数別の弁溌士割合は，平成27年3月31日現在の登録弁護士に関する情報（修習期別弁漉士数，弁謹士白書2015年版）
を基に，各修習期における修習終了日の翌日から各年度末までの年数を経験年数とみなして推計した値である。したがって，
平成10年から平成26年までの間に弁謹士登録されていたが，平成27年に登録から外れている弁謹士数は含まれていない。
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